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令和８年度池田町環境美化推進員説明資料



　 　ごみの減量化や資源化、ごみ出しマナーの向上を推進するため、各自治会の区長様より

　ご推薦していただいた方を「環境美化推進員」として委嘱いたします。

   ごみの減量・資源化につながる地域のリーダーとしてご協力をお願いします。

①　分別のための住民への協力に関すること

  　　　ごみ・リサイクル資源の分け方・出し方をよく見て、正しい方法で排出するよう回覧板等で  

　周知など指導・助言をお願いします。地域毎に開催される「講習会」などの参加、各集積所

　の利用者へ出席要請をかけていただきますようお願いします。

②　ごみ集積所の清潔保持の指導に関すること

　分別やごみの排出が不適切な場合には、環境美化推進員が中心となって利用者と協力

  してごみの出し方の改善をお願いします。分別の間違いが多い収集日（金属類、その他不燃

　物など月１回収集する日 ）などに、年に数回程度立ち会いをお願いします。当番の方の補助

　や問題点の集約・注意喚起などをお願いします。

③　ごみの減量、資源化等に関すること

      　生ごみの水分を少なくする工夫、生ごみ処理器の補助金制度の普及、リサイクルセンター 

　を利用するなど、ごみの減量化に向けた啓発をお願いします。地域で行われる集団回収の

　促進、古紙類集団回収奨励金制度の普及。

④　美化活動参加の促進に関すること

 　　地域におけるまちの美化に関する活動の推進。 

　　親子クリーンカンバック作戦の参加、活動の推進。

 分別時に注意する品目（抜粋）

■紙類は次の５種類に分けます。

　  ① 新聞紙類（古新聞、広告チラシ）

    ② 雑かみ類（紙箱類、お菓子の箱、封筒、紙袋）・雑誌類（単行本、辞書、週刊誌、ノートなど）

    ③ 段ボール（波上に成型した板紙を貼り合わせたもの）

    ④ 牛乳パック　※飲料パックは水洗い乾燥してから、箱は解体してから出してください。

    ⑤クラフト紙・紙管類（米袋、ラップの芯など）　※事業用や業務用のロール管は出せません。

■繊維類（古着、毛布、タオルなど）　

  ※綿のある物・カーテンは、粗大ごみで出す又は50cm以下に裁断して可燃ごみ

　※回収物は100％リサイクルを目的としています。洗濯をしてから出してください。

　　汚れや濡れを防ぎプライバシーを守る為必ず透明ビニール袋に入れたまま出してください。

■ガラスびんは、無色透明、茶色（ブラウン）、その他の３種類

　※コップ、耐熱ガラス、板ガラスは、ガラス成分が異なるため、びんではありません。

■スプレー缶、カセットボンベ

　※屋外で使い切った後、缶切り等で穴をあけてください。

        　ごみ集積所を利用されているみなさんに、自主的に維持管理をしていただいていますが、  
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8目標

生活系 3,012 t 2,963 t 2,887 t 3,035 t 3,022 t 2,973 t 2,900 t
事業系 1,255 t 1,312 t 1,361 t 1,471 t 1,443 t 1,395 t 1,370 t

320 t 254 t 214 t

67 t 78 t 66 t 93 t 98 t 94 t 90 t

3,399 t 3,295 t 3,167 t 3,128 t 3,120 t 3,067 t 2,990 t

92 t 87 t 59 t 65 t 64 t 56 t 50 t
20 t 6 t 8 t 5 t 7 t 5 t 4 t

4,766 t 4,700 t 4,595 t 4,669 t 4,634 t 4,523 t 4,414 t

100.44% 98.62% 97.76% 101.61% 99.25% 97.60% 97.59%

62 t 42 t 40 t 34 t 31 t 31 t 34 t
86 t 56 t 62 t 55 t 50 t 47 t 55 t

134 t 128 t 120 t 115 t 115 t 107 t 115 t
513 t 485 t 465 t 430 t 388 t 365 t 430 t

7 t 6 t 6 t 6 t 6 t 5 t 6 t
82 t 69 t 61 t 41 t 36 t 35 t 41 t
88 t 98 t 97 t 104 t 93 t 97 t 104 t
79 t 81 t 77 t 71 t 81 t 69 t 81 t
5 t 5 t 4 t 8 t 10 t 8 t 10 t
6 t 7 t 8 t 5 t 6 t 11 t 11 t
2 t 2 t 2 t 1 t 1 t 2 t 2 t

11 t 12 t 13 t 9 t 14 t 9 t 14 t
16 t 5 t 14 t 10 t 4 t 1 t 10 t
10 t 3 t 4 t 3 t 3 t 3 t 3 t
20 t 11 t 15 t 11 t 10 t 14 t 14 t

－ 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t
－ － 23 t 38 t 39 t 39 t 40 t

1,121 t 1,011 t 1,012 t 942 t 888 t 844 t 971 t

95.24% 90.19% 100.10% 93.08% 94.27% 95.05% 115.05%

5,887 t 5,711 t 5,607 t 5,611 t 5,522 t 5,367 t 5,385 t

99.41% 97.01% 98.18% 100.07% 98.41% 97.19% 100.34%

19.04% 17.70% 18.05% 16.79% 16.08% 15.73% 18.03%

　　令和8年度の目標は、前年度対比で約2.4％（109トン）のごみの減量化を図り、製品プラスチック

　　などの資源リサイクルの向上に努め、18％以上のリサイクル率を目指す。

＊令和7年度は資料作成時点の速報値
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◇開場日　月、水、金、日曜日（第2日曜除く）

 ①  リサイクル資源回収機能（無料）

　    プラスチック製容器包装、ペットボトル、 ガラスびん、

　    古紙類・繊維類、廃食用油等

 ②  粗大ごみ回収機能（有料）

       地区回収に出せない大きな家電や家具類、 布団・じゅうたん類、ガレキ類等

        　※北部リサイクルセンターに粗大ごみは出せません。

     

        

     

　　 

　　　

★南部リサイクルセンター粗大コーナーに持ち込めないもの★

※北部リサイクルセンターは火、木、土曜日、第２日曜日

■南部リサイクルセンター

〇購入店など専門業者に相談して処分するもの
・畳、柱、石膏ボード、ベニア材、スレート、ビニールトタン・シート、樋、アルミサッシなどの建築廃
材（未使用でも）を含む事業系廃棄物。（サッシの板ガラスや木材などは、産業廃棄物として処分
することによりリサイクルされます。）
・サーフボード、車のキャリアケース、耐火金庫、石材、うすなど町施設で解体できない特殊なも
の。
・農機具、消火器、特殊な医療・介護機器、危険物、産業廃棄物

 ○買換え時に処分するもの
・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの４品目は家電リサイクル法に従い家電販売店などで処
分。
・大型マッサージチェア、タイヤ、バッテリーなど。（下取りや取替え時に必ず処分する。）

資料３-１
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■小型家電リサイクルについて（電池・電気で動くもの）

【高品位】※製品にレアメタルが多く含まれており、引取料（有価）として町にお金が入るもの

　　①携帯電話　②タブレット端末　③ノートパソコン　④DVDレコーダー　⑤USBメモリ・カード　

　　⑥ETC車載ユニット　⑦ドライブレコーダー　⑧カーナビ　⑨デジカメ　⑩ビデオカメラ　

　　⑪家庭用ゲーム機　⑫電子辞書　　⑬ウォークマン　⑭デスクトップパソコン(要ハードデイスク)

　　　※注意　１．個人情報及びその他のデータは必ず消去してからお持ちください。

　　　　　　　　 ２．電池（充電池・乾電池）はあらかじめ取り外してください。

　　　　　　　　 ３．南部、北部リサイクルセンターに直接搬入してください。

【低品位】 ※製品にレアメタルがほとんど含まれず、処分料（町負担）が発生するもの

　　 カメラ、ビデオデッキ、ＤＶＤプレーヤー、アイロン、体脂肪計、電気ひげ剃り、ドライヤー、

      炊飯ジャー、トースター、ポット（魔法瓶タイプも含む）、延長コード、電話機、時計など

　　　※注意　１．５０cm以下は「小型家電の日」に地区回収

　　　　　 　　　２．５０cmより大きな物は粗大ごみ等で南部リサイクルセンターへの搬入となります。

 ■廃食用油の回収について

家庭から排出される天ぷら油などの回収を、令和３年４月から開始しました。

油はリサイクルされ、生分解性潤滑油などとして再利用されます。

　

◎回収できる油

サラダ油、キャノーラ油、天ぷら油などの植物性食用油

（※ラード、バターなどの動物性油脂や機械用・燃料の鉱物油は回収できません。

　※水分が混入し白濁している油、固まっている油は回収できません。）

　

◎回収場所

北部、南部リサイクルセンターの入り口付近。

　

◎廃食用油の出し方

１．使い終わった食用油を軽くこし、固形物を取り除く。

２．油が冷めてから使用していた油のボトルなどに入れ、キャップをしっかり密閉する。

３．リサイクルセンターのドラム缶の上（専用口）からこぼさないように入れる。

４．使用後のボトルは、プラマークやペットボトルの日ではなく「可燃ごみ」として出す。

※油凝固剤で固めた油は、「可燃ごみ」に出してください。

４

資料３-２



 ■電子たばこや小型充電式電池の取り扱いについて

　 加熱式たばこ、電子たばこ、モバイルバッテリー等の小型充電式電池を使用した製品は、他の

小型家電製品と混入すると火災の原因となることがありますので、地区回収所には出さないでく

ださい。　不要となった加熱式たばこ、電子たばこ機器の回収は、メーカーや購入した販売店に

問い合わせてください。　また、加熱式たばこの一部の製品は、日本たばこ協会の回収協力店で

回収・リサイクルしています。詳しくは、日本たばこ協会のサイトをご確認ください。モバイルバッ

テリー等の小型充電式電池で下記のマークがあるものは、一般社団法人JBRCのリサイクル協力

店で回収しています。池田町役場環境課・北部リサイクルセンター・南部リサイクルセンターも回

収協力店となっています。メーカーや販売店、回収協力店等でリサイクル回収できないものは、

必ず絶縁処理を行って南部リサイクルセンターへ直接持ち込みをお願いします。

資料３－３
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ショートの恐れがあります。金

属端子は絶縁テープで絶縁し

てください。



　プラマークの出し方 チェックリスト

・汚れたもの、中身が見えない透明以外の袋はお持ち帰り願います。

・容器の中はすすいで、キャップは、はずしたままの状態で出す。

・キャップ類の専用箱は、製品プラの日に回収します。

・発泡トレイと発泡スチロールは、白色のみ袋に分けて出す。

・ペットボトル、紙、アルミのふたなど混入していませんか。

・すすいでも汚れが落ちないものは、可燃物に出してください。

・大きい発泡スチロールは、細かくしすぎないように３０センチ

 程度に割ってください。色付き発泡スチロールは可燃ごみに出す。

・トレイやその他のプラマークは切らないでください。

　製品プラの出し方 チェックリスト

・汚れたもの、中身が見えない透明以外の袋はお持ち帰り願います。

・プラスチック素材だけでできているプラスチック製品ですか。

・令和４年度までの「その他可燃物」は町指定袋の可燃物です。

・３０センチ以上のプラ製品は、切って出すか、粗大ごみに。

・ひもや、ゴム、紙、金属（ねじ、ビス）はついていないですか。

・他素材が混ざっているカセットテープ、ペンなどは可燃物に。

・柔らかいもの（ビニールや繊維、スポンジ）は可燃物に出す。

・キャップ類は、プラマーク以外のプラ製キャップも出せます。

・シール、紙、ラベルなどはできるだけはがしてください。

池田町の収入となるリサイクル資源の引取量
年　度

リサイクル資源 排出量 引取料 排出量 引取料

金 属 類 49.7㌧ 2,724千円 47.1㌧ 2,731千円

古紙類 429.0㌧ 459千円 403.6㌧ 464千円

ガラスびん 114.5㌧ 14千円 107.3㌧ 13千円

製品プラ 39.0㌧ ２１4千円 39.3㌧ ２１6千円

小型家電 3.8㌧ 223千円 3.1㌧ 169千円

廃食用油 1,300ℓ ６千円 1,320ℓ 7千円

ペットボトル 93,503ｋｇ 7,628千円 97,022ｋｇ 7,290千円

合計 11,268千円 10,890千円 減378千円

令和6年 令和7年

 スチール缶・アルミ缶

備　　考

高品位家電買取

（速報値）
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必ず中身が確認できる透明な袋で出してください。
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ボトル類のノズルやポンプ部には、金属のバネが内蔵されてます。

「製品プラ」から「可燃ごみ」に訂正願います。

８

⑥色付き発泡トレイ

白色のみ



(1) 分別排出のポイント

(3) 「なぜ、ゴミを減らす必要があるの？」

(4) 池田町のゴミ及びリサイクル資源の現状について

(5) 「水切りでごみも臭いもすっきり！」

(6) プラスチック製容器包装分別収集について

ｐ７～ｐ８

で

ごみも臭いも ！

生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原因です。

生ごみの約８０％は水分です。

水分を減らす をしよう

その１ まずは水に濡らさない！

調理中に出る生ごみはシンク内の三角コーナーや排水口内の

水切りかごに入れると、水分をたくさん吸ってしまいます。

野菜の皮などは、乾かしてから出しましょう。

その２ しぼって乾かす！

お茶がらやティーバッグは、

水気をしぼって乾かして

から出しましょう。

その３ ゴミ出し前にひとしぼり！

たまった水分を

「ぎゅっと」しぼって

から出しましょう。

水切りする

と

嫌な臭いが減
る！

ごみが軽くなる！

効率よく焼却

でき、燃料費

が減少する！
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